
長崎市農業委員会 令和 6 年 1 月総会 議事録 

 

1 日  時 令和 6 年 1 月 29 日（月） 14：00 開会 

                      15：10 閉会 

 

2 会  場 長崎市役所７階 大会議室（長崎市魚の町 4 番 1 号） 

 

3 役  員 会長 平尾 政博 

        会長職務代理者 山口 眞佐栄 

 

4 出席農業委員（19 名） 

井川 義英 池田 憲二 岩永 一也 岩本 隆 植田 正和 

尾崎 正孝 上川 満治 柴原 恵 永岡 亜也子 野中 麻美 

平尾 政博 増田 茂 松尾 隆治 峰 忠幸 森山 安男 

森保 欣也 栁川 八百秀 山口 眞佐栄 山﨑 実男  

     

5 欠席農業委員（0 名） 

     

     

6 出席推進委員（23 名） 

今村 秀喜 浦川 英敏 川添 孝則 城戸 利美 久保 正 

田中 幹生 鶴田 安明 中村 数昭 中山 辰也 野口 弘人 

野口 洋太郎 野本 英世 濵口 敏夫 濵口 雅洋 本田 雅博 

松浦 行信 松本 貞幸 松本 守 三浦 信男 村田美津枝 

森内 悟己 山口 憲昭 山下 和孝   

     

7 欠席推進委員（1 名） 

熊本 昭憲     

     

8 出席職員 

【農委事務局】 前田事務長 川本農政管理係長 木下農地係長 赤池専門官 

 

 

9 資  料 別添資料のとおり
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○事務長 定刻となりましたので、ただ今から、令和 6 年 1 月農業委員会総会を開会いた

します。議事進行につきましては、農業委員会等に関する法律第 5 条第 5 項及び農業委員

会会議規則第 4 条に基づき、平尾会長にお願いいたします。 

 

○議長 みなさん、こんにちは。本日は、大変お忙しい中、1 月の農業委員会総会に御出

席いただきまして、誠にありがとうございます。それでは、委員定足数の報告を事務局か

らお願いいたします。 

 

○事務長 本日の総会につきましては、農業委員の出席は 19 名であり、全員が出席され

ておりますので、農業委員会等に関する法律第 27 条第 3 項及び長崎市農業委員会会議規

則第 6 条により、総会は成立しておりますことを御報告いたします。また、推進委員の出

席は、23 名です。 

 

○議長 それでは、議案の審議に入る前に、議事録署名人を私の方から指名させていただ

きます。森山委員と栁川委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

○森山委員・栁川委員（承諾） 

 

○議長 ありがとうございました。それでは、総会を進めさせていただきます。なお、会

議が円滑に進行しますように皆様方の御協力をお願いいたします。本日は付議事項が 4 件

ございます。まず初めに、第 1 号議案「農地法第 3 条の規定による許可申請について」議

案の説明と現地調査の報告をお願いします。 

 

○農地係長 それでは、第 1 号議案 1 番について御説明いたします。議案書は 1 ページを

御覧ください。本件は神奈川県川崎市の○○さんが所有する現川町の農地１筆 148 ㎡につ

いて、つつじが丘 2 丁目の○○さんが売買により取得し、所有権移転を行うための許可申

請がなされたものでございます。申請理由としましては、譲渡人が遠隔地居住により耕作

管理ができないためであり、譲受人が農業経営の規模拡大のためでございます。申請地に

つきましてはスクリーンを御覧ください。航空写真でございます。現川駅の北西に位置し

ております。次が、拡大したものになります。次が、現地の写真です。農地法第 3 条第 2

項の許可要件につきましては、第 1 号の全部効率利用要件は、不耕作面積もないため要件

を満たしております。第 4 号の農作業常時従事要件は、農作業常時従事日数は 4 人で 740

日ということで要件を満たしております。現地調査につきましては、野口推進委員から報

告をお願いします。 

 

○野口推進委員 現地調査について御報告いたします。1 月 17 日に私と池田委員、事務局

とで現地確認を行いました。申請地は、普通畑で梅の栽培を行う予定とのことでした。ま

た、第 6 号の地域との調和要件につきましては、特に問題ないことを確認いたしました。



長崎市農業委員会 令和 6 年 1 月総会 議事録 

 

 

- 2 - 

報告は以上でございます。 

 

○議長 ありがとうございました。ただ今、第 1 号議案についての説明と現地調査の報告

がございましたが、何か御意見、御質問等ございませんか。 

 

― 意見等なし ― 

 

○議長 ないようでしたら、皆様にお諮りいたします。第 1 号議案について、当委員会に

おいて許可することに決定してよろしいでしょうか。 

 

○委員全員 異議なし 

 

○議長 ありがとうございました。第 1 号議案について、当委員会において許可すること

に決定いたします。続きまして、第 2 号議案「農地法第 4 条第 1 項の規定による転用許可

申請について」議案の説明と現地調査の報告をお願いします。 

 

〇農地係長 それでは、第 2 号議案 1 番について御説明いたします。議案書の 2 ページを

御覧ください。本件は、琴海村松町の○○さんが所有する琴海村松町の農地 1 筆について、

宅地として使用する目的で申請が出されたものでございます。また、本件は、昭和 57 年

頃から既に宅地として利用しており、追認許可申請となっております。なお、申請書受付

前に県に確認した結果、追認許可相当との判断がなされております。申請地につきまして

は、スクリーンを御覧ください。航空写真でございます。琴海地域センターの西側に位置

しております。次が、拡大したものになります。当該地は、市街地の区域内又は市街地化

の傾向が著しい区域内にある農地で、住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共用

施設若しくは公益的施設が連たんしている区域内の、第 3 種農地に該当するものと判断さ

れます。次が、平面図でございます。青で囲んだ部分が、○○氏の宅地となっております

が、昭和 57 年頃から宅地への進入路及び庭として使用しております。雨水排水につきま

しては、自然浸透及び自然流下により道路側溝に放流し、汚水・生活雑排水は発生いたし

ません。次が、現地の写真です。現地調査につきましては、濵口推進委員から報告をお願

いします。 

 

○濵口推進委員 現地調査について御報告いたします。1 月 16 日に私と森山委員、事務局

とで現地確認を行いました。申請地は、宅地への転用を行うものですが、周辺は宅地化が

進んでおり、隣接する農地もないことから、転用については特に問題ないことを確認いた

しました。報告は以上です。 

 

〇農地係長 続きまして、2 番について御説明いたします。議案書は、引き続き 2 ページ

を御覧ください。本件は、高浜町の○○さんが所有する高浜町の農地１筆について、宅地
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として使用する目的で申請が出されたものでございます。また、本件は、平成 8 年頃から

既に宅地として利用しており、追認許可申請となっております。なお、申請書受付前に県

に確認した結果、追認許可相当との判断がなされております。申請地につきましては、ス

クリーンを御覧ください。航空写真でございます。高浜海水浴場の東側に位置しておりま

す。次が、拡大したものになります。当該地は、農用地区域外の農地で甲種農地、第 1 種

農地、第 3 種農地のいずれの要件にも該当しない、第 2 種農地に該当するものと判断され

ます。次が、平面図でございます。青で囲んでいる隣接する住宅の物置、庭及び通路とし

て利用されております。雨水排水につきましては、自然浸透及び自然流下により放流し、

汚水・生活雑排水は発生いたしません。次が、現地の写真です。現地調査につきましては、

三浦推進委員から報告をお願いします。 

 

○三浦推進委員 現地調査について御報告いたします。12 月 18 日に私と事務局とで現地

確認を行いました。本件は、平成 8 年頃から既に宅地として利用しており、追認許可とな

りますが、これまで何ら問題もなく、転用については特に問題ないことを確認いたしまし

た。以上です。 

 

○議長 ありがとうございました。ただ今、第 2 号議案についての説明と現地調査の報告

がございましたが、何か御意見、御質問等ございませんか。 

 

― 意見等なし ― 

 

○議長 ないようでしたら、皆様にお諮りいたします。第 2 号議案について、許可意見を

付して知事に進達することに決定してよろしいでしょうか。 

 

○委員全員 異議なし 

 

○議長 ありがとうございました。第 2 号議案について、許可意見を付して知事に進達す

ることに決定いたします。続きまして、第 3 号議案「農業経営基盤強化促進法等の一部を

改正する法律附則第 5 条の規定による農用地利用集積計画の作成について」ですが、１番

につきましては、○○委員が対象の案件となっておりますので、他の議案と分けて審議を

行います。それでは、○○委員は一時退席をお願いします。 

 

― ○○委員退席 ― 

 

○議長 それでは、第 3 号議案１番について、議案の説明と現地調査の報告をお願いしま

す。 

 

〇農地係長 それでは、第 3 号議案 1 番について御説明いたします。議案書の 3 ページを
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御覧ください。本件は、川原町の○○さんが所有する、宮崎町の農地 1 筆 557 ㎡について、

長崎県農業振興公社が 20 年間の使用貸借により利用権の新規設定を行い、公社が中間管

理権を取得するものでございます。また、今、説明いたしました農地 1 筆 557 ㎡について、

20 年間の使用貸借により、川原町の○○さんへ利用権の設定を行うものでございます。設

定後の経営面積は、9,846 ㎡となり、利用につきましては、ビワの栽培を予定しておりま

す。申請地につきましては、スクリーンを御覧ください。航空写真でございます。川原大

池の北側に位置しております。次が、拡大したものになります。次が、現地の写真です。

現地調査につきましては、松浦推進委員から報告をお願いします。 

 

○松浦推進委員 現地調査について御報告いたします。1 月 17 日に私と山口推進委員、事

務局とで現地確認を行いました。申請地は、利用権の新規設定を行うもので、利用につい

ては、ビワの栽培を予定しています。現地の状況につきましては、特に問題ないことを確

認しております。報告は以上です。 

 

○議長 ありがとうございました。ただ今第 3 号議案１番についての説明と現地調査の報

告がございましたが、何か御意見、御質問等ございませんか。 

 

― 意見等なし ― 

 

○議長 ないようでしたら、皆様にお諮りいたします。第 3 号議案１番について、計画相

当と認めることに決定してよろしいでしょうか。 

 

○委員全員 異議なし 

 

○議長 ありがとうございました。第 3 号議案１番について、計画相当と認めることに決

定いたします。それでは、引き続き議案の審議を行いますので、○○委員の復席をお願い

します。 

 

― ○○委員復席 ― 

 

○議長 続きまして、第 3 号議案 2 番から 15 番についての説明と現地調査の報告をお願

いします。 

 

〇農地係長 続きまして、2 番について御説明いたします。議案書は、引き続き 3 ページ

を御覧ください。本件は、川原町の○○さんが所有する、川原町の農地 1 筆 953 ㎡につい

て、長崎県農業振興公社が 10 年間の使用貸借により利用権の新規設定を行い、公社が中

間管理権を取得するものでございます。また、今、説明いたしました農地 1 筆 953 ㎡につ

いて、10 年間の使用貸借により、川原町の○○さんへ利用権の設定を行うものでございま
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す。設定後の経営面積は、3,834 ㎡となり、利用につきましては、露地野菜の栽培を予定

しております。申請地につきましては、スクリーンを御覧ください。航空写真でございま

す。川原大池の北西に位置しております。次が、拡大したものになります。次が、現地の

写真です。現地調査につきましては、3 番の議案説明後、併せて御報告いたします。  

続きまして、3 番について御説明いたします。議案書の 4 ページを御覧ください。本件

は、岩見町の○○さんが所有する、藤田尾町の農地１筆 4,879 ㎡について、長崎県農業振

興公社が 20 年間の賃貸借により利用権の新規設定を行い、公社が中間管理権を取得する

ものでございます。また、今、説明いたしました農地 1 筆 4,879 ㎡について、20 年間の賃

貸借により、川原町の○○さんへ利用権の設定を行うものでございます。設定後の経営面

積は、10,481 ㎡となり、利用につきましては、ビワの栽培を予定しております。申請地に

つきましては、スクリーンを御覧ください。航空写真でございます。為石小学校の東側に

位置しております。次が、拡大したものになります。次が、現地の写真です。現地調査に

つきましては、山口推進委員から報告をお願いします。 

 

○山口推進委員 2 番と 3 番の現地調査について報告します。1 月 17 日に私と森保委員、

事務局とで現地確認を行いました。2 番は、利用権の新規設定を行うもので、利用につい

ては、露地野菜の栽培を予定しています。3 番は、利用権の新規設定を行うもので、利用

については、ビワの栽培を予定しています。現地の状況につきましては、特に問題ないこ

とを確認しております。報告は以上です。 

 

〇農地係長 続きまして、4 番について御説明いたします。議案書は、引き続き 4 ページ

を御覧ください。本件は、大崎町の○○さんが所有する、大崎町の農地 9 筆 1,902 ㎡につ

いて、長崎県農業振興公社が 10 年間の使用貸借により利用権の新規設定を行い、公社が

中間管理権を取得するものでございます。また、今、説明いたしました農地 9 筆 1,902 ㎡

について、10 年間の使用貸借により、大崎町の○○さんへ利用権の設定を行うものでござ

います。設定後の経営面積は、9,641 ㎡となり、利用につきましては、ビワとミカンの栽

培を予定しております。申請地につきましては、スクリーンを御覧ください。航空写真で

ございます。大崎枇杷集出荷場の北東に位置しております。次が、拡大したものになりま

す。拡大写真が、もう 1 枚ございます。次が、現地の写真です。現地調査につきましては、

5 番の議案説明後、併せて御報告いたします。 

続きまして、5 番について御説明いたします。議案書の 5 ページを御覧ください。本件

は、神奈川県綾瀬市の○○さんが所有する、千々町の農地 1 筆 1,518 ㎡について、長崎県

農業振興公社が 20 年間の賃貸借により利用権の新規設定を行い、公社が中間管理権を取

得するものでございます。また、今、説明いたしました農地 1 筆 1,518 ㎡について、20 年

間の賃貸借により、末石町の○○さんへ利用権の設定を行うものでございます。設定後の

経営面積は、1,518 ㎡となり、利用につきましては、柑橘類の栽培を予定しております。

申請地につきましては、スクリーンを御覧ください。航空写真でございます。千々簡易郵

便局の南西に位置しております。次が、拡大したものになります。次が、現地の写真です。
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現地調査につきましては、濱口推進委員から報告をお願いします。 

 

○濵口推進委員 4 番と 5 番の現地調査について御報告いたします。1 月 15 日に私と山﨑

委員、事務局とで現地確認を行いました。4 番は、利用権の新規設定を行うもので、利用

については、ビワとミカンの栽培を予定しています。5 番は、利用権の新規設定を行うも

ので、利用については、柑橘類の栽培を予定しています。現地の状況につきましては、特

に問題ないことを確認しております。報告は以上です。 

 

〇農地係長 続きまして、6 番について御説明いたします。議案書は、引き続き 5 ページ

を御覧ください。本件は、琴海形上町の○○さんが所有する、琴海形上町の農地 5 筆 4,443

㎡について、長崎県農業振興公社が 5 年間の使用貸借により利用権の新規設定を行い、公

社が中間管理権を取得するものでございます。また、今、説明いたしました農地 5 筆 4,443

㎡について、5 年間の使用貸借により、時津町の○○さんへ利用権の設定を行うものでご

ざいます。設定後の経営面積は、4,443 ㎡となり、利用につきましては、水稲を予定して

おります。申請地につきましては、スクリーンを御覧ください。航空写真でございます。

長崎クレー射撃場の北西に位置しております。次が、拡大したものになります。次が、現

地の写真です。現地調査につきましては、7 番の議案説明後、併せて報告いたします。  

 続きまして、7 番について御説明いたします。議案書の 6 ページを御覧ください。本件

は、琴海形上町の○○さんが所有する、琴海形上町の農地 2 筆 1,430 ㎡について、長崎県

農業振興公社が 10 年間の使用貸借により利用権の新規設定を行い、公社が中間管理権を

取得するものでございます。また、今、説明いたしました農地 2 筆 1,430 ㎡について、10

年間の使用貸借により、琴海形上町の○○さんへ利用権の設定を行うものでございます。

設定後の経営面積は、1,430 ㎡となり、利用につきましては、イチゴの栽培を予定してお

ります。申請地につきましては、スクリーンを御覧ください。航空写真でございます。琴

海活性化センターの西側に位置しております。次が、拡大したものになります。次が、現

地の写真です。現地調査につきましては、田中推進委員から報告をお願いします。 

 

○田中推進委員 6 番から 7 番の現地調査について御報告します。1 月 16 日に、私と野中

委員、事務局とで現地確認を行いました。6 番は利用権の新規設定を行うもので、利用に

ついては、水稲を予定しています。7 番は利用権の新規設定を行うもので、利用について

は、イチゴの栽培を予定しています。現地の状況につきましては、特に問題ないことを確

認しております。報告は以上です。 

 

○農地係長 続きまして、8 番について御説明いたします。議案書は、引き続き 6 ページ

を御覧ください。本件は、琴海村松町の○○さんが所有する、琴海戸根原町の農地 1筆 1,364

㎡について、長崎県農業振興公社が 10 年間の使用貸借により利用権の再設定を行い、公

社が中間管理権を取得するものでございます。また、今、説明いたしました農地 1 筆 1,364

㎡について、10 年間の使用貸借により、琴海村松町の○○さんへ利用権の設定を行うもの
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でございます。設定後の経営面積は、15,686 ㎡となり、利用につきましては、イチゴの栽

培を予定しております。申請地につきましては、スクリーンを御覧ください。航空写真で

ございます。琴海中学校の南側に位置しております。次が、拡大したものになります。次

が、現地の写真です。現地調査につきましては、濵口推進委員から報告をお願いいたしま

す。 

 

○濵口推進委員 現地調査について御報告いたします。1 月 16 日に私と森山委員、事務局

とで現地確認を行いました。申請地は、利用権の再設定を行うもので、利用については、

イチゴの栽培を行っています。現地の状況につきましては、特に問題ないことを確認して

おります。報告は以上です。 

 

〇農地係長 続きまして、9 番について御説明いたします。議案書の 7 ページを御覧くだ

さい。本件は、長浦町の○○さんが所有する、琴海戸根原町の農地 2 筆 3,857 ㎡について、

長崎県農業振興公社が 20 年間の賃貸借により利用権の新規設定を行い、公社が中間管理

権を取得するものでございます。また、今、説明いたしました農地 2 筆 3,857 ㎡について、

20 年間の賃貸借により、大宮町の○○さんへ利用権の設定を行うものでございます。設定

後の経営面積は、3,857 ㎡となり、利用につきましては、イチゴの栽培を予定しておりま

す。申請地につきましては、スクリーンを御覧ください。航空写真でございます。琴海中

学校の南東に位置しております。次が、拡大したものになります。次が、現地の写真です。

現地調査につきましては、12 番の議案説明後、併せて御報告いたします。  

 続きまして、10 番について御説明いたします。議案書は引き続き、7 ページを御覧くだ

さい。本件は、琴海戸根原町の○○さんが所有する、琴海戸根原町の農地１筆 1,430 ㎡に

ついて、長崎県農業振興公社が 5 年間の賃貸借により利用権の新規設定を行い、公社が中

間管理権を取得するものでございます。また、今、説明いたしました農地 1 筆 1,430 ㎡に

ついて、5 年間の賃貸借により、琴海尾戸町の○○さんへ利用権の設定を行うものでござ

います。設定後の経営面積は、10,068 ㎡となり、利用につきましては、露地野菜の栽培を

予定しております。申請地につきましては、スクリーンを御覧ください。航空写真でござ

います。琴海中学校の南東に位置しております。次が、拡大したものになります。次が、

現地の写真です。現地調査につきましては、12 番の議案説明後、併せて御報告いたします。 

 続きまして、11 番について御説明いたします。議案書の 8 ページを御覧ください。本件

は、愛知県刈谷市の○○さんが所有する、琴海戸根原町の農地１筆 1,361 ㎡について、長

崎県農業振興公社が 5 年間の賃貸借により利用権の新規設定を行い、公社が中間管理権を

取得するものでございます。また、今、説明いたしました農地 1 筆 1,361 ㎡について、5

年間の賃貸借により、琴海大平町の○○さんへ利用権の設定を行うものでございます。設

定後の経営面積は、6,317 ㎡となり、利用につきましては、イチゴの栽培を予定しており

ます。申請地につきましては、スクリーンを御覧ください。航空写真でございます。琴海

中学校の南東に位置しております。次が、拡大したものになります。次が、現地の写真で

す。現地調査につきましては、12 番の議案説明後、併せて御報告いたします。 
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続きまして、12 番について御説明いたします。議案書は、引き続き 8 ページを御覧くだ

さい。本件は、愛知県刈谷市の○○さんが所有する、琴海戸根原町の農地 2 筆 3,665 ㎡に

ついて、長崎県農業振興公社が 5 年間の賃貸借により利用権の新規設定を行い、公社が中

間管理権を取得するものでございます。また、今、説明いたしました農地 2 筆 3,665 ㎡に

ついて、5 年間の賃貸借により、琴海大平町の○○さんへ利用権の設定を行うものでござ

います。設定後の経営面積は、21,577 ㎡となり、利用につきましては、水稲を予定してお

ります。申請地につきましては、スクリーンを御覧ください。航空写真でございます。琴

海中学校の南東に位置しております。次が、拡大したものになります。次が、現地の写真

です。現地調査につきましては、田中推進委員から報告をお願いします。 

 

○田中推進委員 それでは、9 番から 12 番の現地調査について報告します。1 月 16 日に

私と平尾委員、事務局とで現地確認を行いました。9 番は、利用権の新規設定を行うもの

で、利用については、イチゴの栽培を予定しています。10 番は、利用権の新規設定を行う

もので、利用については、露地野菜の栽培を予定しています。11 番は、利用権の新規設定

を行うもので、利用については、イチゴの栽培を予定しています。12 番は、利用権の新規

設定を行うもので、利用については水稲を予定しています。現地の状況につきましては、

特に問題ないことを確認しております。報告は以上です。 

 

〇農地係長 続きまして、13 番について御説明いたします。議案書の 9 ページを御覧くだ

さい。本件は、愛知県刈谷市の○○さんが所有する、長浦町の農地 1 筆 802 ㎡について、

長崎県農業振興公社が 5 年間の使用貸借により利用権の新規設定を行い、公社が中間管理

権を取得するものでございます。また、今、説明いたしました農地 1 筆 802 ㎡について、

5 年間の使用貸借により、琴海尾戸町の○○さんへ利用権の設定を行うものでございます。

設定後の経営面積は、8,943 ㎡となり、利用につきましては、露地野菜の栽培を予定して

おります。申請地につきましては、スクリーンを御覧ください。航空写真でございます。

琴海中学校の南西に位置しております。次が、拡大したものになります。次が、現地の写

真です。現地調査につきましては、14 番の議案説明後、併せて報告いたします。  

 続きまして、14 番について御説明いたします。議案書は、引き続き 9 ページを御覧くだ

さい。本件は、愛知県刈谷市の○○さんが所有する、長浦町の農地１筆 2,176 ㎡について、

長崎県農業振興公社が 5 年間の賃貸借により利用権の新規設定を行い、公社が中間管理権

を取得するものでございます。また、今、説明いたしました農地 1 筆 2,176 ㎡について、

5 年間の賃貸借により、長浦町の○○さんへ利用権の設定を行うものでございます。設定

後の経営面積は、2,176 ㎡となり、利用につきましては、水稲を予定しております。申請

地につきましては、スクリーンを御覧ください。航空写真でございます。琴海中学校の南

西に位置しております。次が、拡大したものになります。次が、現地の写真です。現地調

査につきましては、久保推進委員から報告をお願いします。 

 

○久保推進委員 13 番と 14 番の現地調査について御報告いたします。1 月 16 日に私と平
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尾委員、事務局とで現地確認を行いました。13 番は、利用権の新規設定を行うもので、利

用については、露地野菜の栽培を予定しております。14 番は、利用権の新規設定を行うも

ので、利用については、水稲を予定しております。現地の状況につきましては、特に問題

ないことを確認しております。あの、すみません、航空写真が、琴海中学校となっており

ますが、長浦小学校かなと思います。あと、○○さんの年齢が多分、間違っていると思い

ます。以上です。 

 

○農地係長 すみません。学校は、長浦小学校の間違いです。年齢は、確認して御報告さ

せていただきます。 

続きまして、15 番について御説明いたします。議案書の 10 ページを御覧ください。本

件は、茂木町の○○さんが所有する、茂木町の農地 2 筆 2,389 ㎡について、田上１丁目の

○○さんが 5 年間の賃貸借により利用権の再設定を行うものでございます。設定後の経営

面積は、3,750 ㎡となり、利用につきましては、イチゴの栽培を予定しております。申請

地につきましては、スクリーンを御覧ください。航空写真でございます。茂木中学校の西

側に位置しております。次が、拡大したものになります。次が、現地の写真です。現地調

査につきましては、中山推進委員から報告をお願いします。 

 

○中山推進委員 現地調査について報告します。1 月 16 日に私と上川委員、事務局とで現

地確認を行いました。申請地は、利用権の再設定を行うもので、利用については、イチゴ

の栽培を行っています。現地の状況につきましては、特に問題ないことを確認しておりま

す。報告は以上です。 

 

○議長 ありがとうございました。ただ今、第 3 号議案 2 番から 15 番についての説明と

現地調査の報告がございましたが、何か御意見、御質問等ございませんか。 

 

― 意見等なし ― 

 

○議長 ないようでしたら、皆様にお諮りいたします。第 3 号議案 2 番から 15 番につい

て、計画相当と認めることに決定してよろしいでしょうか。 

 

○委員全員 異議なし 

 

○議長 ありがとうございました。第 3 号議案 2 番から 15 番について、計画相当と認め

ることに決定いたします。続きまして、第 4 号議案「非農地の判断について」、議案の説明

と現地調査の報告をお願いします。 

 

○農地係長 すみません。第 4 号議案の説明に入る前に、先程、久保推進委員から指摘が

ありました、第 3 号議案の 13 番、○○さんの年齢なんですけれども、〇歳と記載してい
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ますが、〇歳の間違いでございます。失礼しました。修正をお願いします。 

それでは、第 4 号議案の個別案件について御説明いたします。議案書の 11 ページを御

覧ください。11 ページの表の下の方に集計をしておりますが、申出件数が 3 件、合計筆数

が 9 筆、合計面積が 6,096 ㎡について、非農地通知申出が提出されております。 

 1 番は、花丘町の○○さんが所有する、園田町の農地 7 筆で、面積は 5,511 ㎡でござい

ます。申請地につきましては、スクリーンを御覧ください。航空写真でございます。あぐ

りの丘の東側に位置しております。次が、拡大したものになります。次が、現地の写真で

す。現地の写真が 7 枚程ございます。現地調査につきましては、1 月 15 日に井川委員、熊

本推進委員にお願いをしております。 

続きまして 2 番は、ダイヤランド 3 丁目の○○さんが所有する、出雲 3 丁目の農地１筆

で、面積は 238 ㎡でございます。申請地につきましては、スクリーンを御覧ください。航

空写真でございます。出雲近隣公園の南側に位置しております。次が、拡大したものにな

ります。次が、現地の写真です。現地調査につきましては、中村推進委員から報告をお願

いします。 

 

○中村推進委員 現地調査について御報告いたします。1 月 16 日に私と栁川委員、事務局

とで現地確認を行いました。申請地は森林化しており、農地への復元が困難な状況であり

ました。報告は以上です。 

 

○農地係長 続きまして 3 番は、住吉町の○○さんが所有する、樫山町の農地 1 筆で、面

積は 347 ㎡でございます。申請地につきましては、スクリーンを御覧ください。航空写真

でございます。三重漁港の南西に位置しております。次が、拡大したものになります。次

が、現地の写真です。現地調査につきましては、○○推進委員から報告をお願いします。 

 

○野本推進委員 現地調査について御報告いたします。1 月 15 日に私と井川委員、事務局

とで現地確認を行いました。申請地は森林化しており、農地への復元が困難な状況であり

ました。報告は以上です。 

 

○議長 ありがとうございました。ただ今、第 4 号議案についての説明と現地調査の報告

がございましたが、何か御意見、御質問等ございませんか。 

 

― 意見等なし ― 

 

○議長 ないようでしたら、皆様にお諮りいたします。第 4 号議案について、原案のとお

り承認することに決定してよろしいでしょうか。 

 

○委員全員 異議なし 
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○議長 ありがとうございました。第 4 号議案について、原案のとおり承認することに決

定いたします。それでは引き続き、報告事項に入ります。報告事項 1「事務局長専決事項

の報告について」事務局から説明をお願いいたします。 

 

○農地係長 それでは、報告事項 1 について御報告いたします。報告事項の資料の 1 ペー

ジから 2 ページを御覧ください。農地法第 4 条第 1 項第 7 号の市街化区域内の転用の届出

が、8 件提出されました。続きまして、資料の 3 ページを御覧ください。農地法第 5 条第

１項第 6 号の市街化区域内での権利の移動が伴う転用の届出が、1 件提出されました。合

計 9 件提出され、すべて事務局長専決処分といたしました。以上で報告を終わります。 

 

○議長 ありがとうございました。続きまして、報告事項 2「長崎県農業会議常設審議委

員会について」私の方から報告いたします。会議は、1 月 10 日に開催されました。資料は、

4 ページと 5 ページになります。農地法第 4 条及び第 5 条転用許可申請諮問案件につきま

しては、今月は当委員会からの諮問案件はありませんでした。諮問案件の件数等につきま

しては、資料を御確認ください。報告は以上です。 

 続きまして、報告事項 3「令和 5 年度農業委員会会長・事務局長会議、研修会（後期）

について」事務局から報告をお願いします。 

 

― 事務局から報告 ― 

  ・農業委員会系統をめぐる情勢と今後の取り組み方向 

    ・農地の確保と適正・有効利用についての農振法・農地法における検討状況等 

    ・令和 6 年度農業委員会会計予算について、等 

 

○議長 ありがとうございました。ただ今の件について、皆様から、何か御意見、御質問

等ございませんか。 

 

― 意見等なし ― 

 

○議長 ないようでしたら、続きまして、報告事項 4「令和 5 年農作業料金・農業労賃に

関する調査について」事務局から説明をお願いします。 

 

○農政管理係長 それでは、報告事項 4 について御説明させていただきます。資料の 12

ページを御覧ください。この調査は、全国農業会議所による全国統一調査として毎年実施

されているもので、農業・農村における労働状況を把握し、適正かつ合理的な標準賃金・

料金の作成、農業労働力確保の推進を行い、足腰の強い農業・農業経営の実現に資するこ

とを目的としたものです。本調査につきましては、資料 14 ページのとおり、例年同様、

森山委員の御協力をいただき、琴海地区の情報を作成していただいておりますので御報告

させていただきます。参考としまして、15 ページに、昨年度の内容を添付しておりますの
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で併せて御参照ください。森山委員におかれましては、誠にありがとうございました。報

告は以上でございます。 

 

○議長 ありがとうございました。この件について、皆様から何か御意見、御質問等ござ

いませんか。 

 

― 意見等なし ― 

 

○議長 ないようでしたら、続きまして、その他の事項に入ります。その他の事項 1「農

地利用意向調査の未回答者への個別訪問による調査について」事務局から説明をお願いい

たします。 

 

○農政管理係長 その他の事項 1 について御説明いたします。その他の事項の資料の 1 ペ

ージを御覧ください｡農地利用意向調査は、農地法第 32 条の規定に基づき、遊休農地所有

者に対し、農地の利用意向について調査を行うもので、農地利用状況調査の結果、遊休農

地と判断された 157 世帯の農地の所有者を対象として、昨年 12 月 22 日に利用意向調査票

を送付しております。調査票の回答期限は、今月 1 月 31 日としておりましたが、1 月 23

日現在、回答があった世帯は 48 世帯で回収率は 35％となっております。現時点で未回答

の調査対象者に対し、委員の皆さんに個別訪問をお願いさせていただくことになりますが、

その手順について御説明いたします。 

まず、1 に記載しておりますが 未回答者の調査票とリストをそれぞれの地区の農業委

員さんにお渡ししております。担当の推進委員さんと調整をお願いしたいと思います。な

お、再度のお願いにおける提出期限は 3 月 1 日までとしております。2 に記載しておりま

すとおり、2 月 1 日以降に未回答者宅を訪問いただき、調査の対象となっている農地につ

いての利用意向を確認していただきます。なお、訪問開始までに未回答者から事務局に提

出があったものについては、随時回答地区の委員の方へ回答済みである旨の連絡をさせて

いただきます。利用意向の選択肢は、①農地中間管理事業を利用、②自ら買い手または借

り手を見つける、③自ら耕作する、④その他、⑤現在耕作中の 5 つの選択肢になります。

どの回答を選んだら良いかわからないという方がいらっしゃった場合は、①の農地中間管

理事業の利用を勧めていただきますようお願いします。また、対象の農地の場所がわから

ないという方につきましては、④を記載していただき、備考欄に場所がわからない旨の記

載をしてもらってください。また、訪問先で対象者から、本調査等に対する苦情等により

協力を頂けない場合は、改めて事務局で対応しますので、事務局に連絡をお願いします。 

次に、3 に記載しておりますが、回収につきましては、訪問された委員さんが回収した

場合は事務局へ都合がいい時に提出してください。また、対象者には返信用封筒を同封し

ておりますので、そのまま対象者の方から郵送で返送いただくようお伝えいただくか、ど

ちらかの方法でお願いします。色々な調査票がありまして、御多忙な中申し訳ありません

が、御協力をよろしくお願いします。説明は以上でございます。 
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○議長 ありがとうございました。この件について、何か皆様から御意見、御質問等ござ

いませんか。 

 

― 意見等なし ― 

 

○議長 ないようでしたら、その他の事項 2「令和 6 年度運営委員会・総会日程について」

事務局から説明をお願いいたします 

 

○農政管理係長 － 令和 6 年度総会の日程について説明 － 

 

○議長 ありがとうございました。この件について、何か皆様から御意見、御質問等ござ

いませんか。 

 

― 意見等なし ― 

 

○議長 ないようでしたら、その他の事項 3「能登半島地震義援金の募集について」事務

局から説明をお願いいたします 

 

○農政管理係長 それでは、その他の事項 3 について御説明いたします。資料の 4 ページ

を御覧ください。全国農業会議所より長崎県農業会議を通じて、能登半島地震の義援金の

募集があっておりますので、長崎市農業委員会としての対応を御協議いただくものです。

このことにつきましては、先日 1 月 22 日に開催しました運営委員会で協議をいただき、

これまでの義援金の対応と同様、互助会会計から委員一口千円の 43 人分 4 万 3 千円を拠

出してはどうか、という案をいただいております。なお、本来であれば、互助会の臨時総

会を開催し、御協議いただくものでありますが、この場を臨時総会に変えて御協議いただ

くことを御了承いただき、御審議いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。説

明は以上でございます。 

 

○議長 ありがとうございました。この件について、何か皆様から御意見、御質問等ござ

いませんか。 

 

― 意見等なし ― 

 

○議長 今、事務局から説明がありましたとおり、運営委員会では、前回を例にして一口

千円ずつの義援金をお送りしてはどうかということで、案として出たわけですけれども、

皆様方どうでしょうか。この案でよろしいでしょうか。異議ありませんか。 
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― 異議なし ― 

 

○議長 ありがとうございます。それでは、そのように義援金の額を委員一人千円の合計

4 万 3 千円に決定させていただきます。ありがとうございました。 

続きまして、その他の事項 4「全国農業新聞の定期購読目標の達成状況について」及び

その他の事項 5「農業委員・農地利用最適化推進委員活動記録カードの提出について」事

務局から説明をお願いいたします 

 

○農政管理係長 まず、その他の事項 4 について説明いたします。資料の 5 ページを御覧

ください。令和 5 年度の目標部数は 120 部となっております。現在の購読部数は、先月の

報告以降、増減がございませんでしたので、113 部となっております。来月 2 月 19 日ま

でに申し込みがあった分が、令和 5 年度の実績となります。残り 1 か月程度ですが、目標

達成に少しでも近づくよう御協力をお願いします。 

次に、その他の事項 5 について御説明いたします。資料の 6 ページ及び 7 ページに、令

和 5 年度下半期の活動記録集計表を掲載しております。確認いただき、御自身の把握して

いる活動日数と相違がある場合や、上半期の集計表を確認したい場合は、後ほど事務局ま

で御連絡ください。その他の事項 4 及び 5 についての説明は以上です。 

 

○議長 ありがとうございました。この件について、皆さんから何か御意見、御質問等ご

ざいませんか。 

 

― 意見等なし ― 

 

○議長 ないようでしたら、その他に皆様方から何か御意見・御質問・御報告等ございま

せんか。何でも結構です。 

 

－ 意見等なし － 

 

○議長 ないようですので、最後に、その他の事項 4「令和 6 年 2 月、3 月の行事予定に

ついて」事務局から説明をお願いいたします。 

 

○農政管理係長 － 行事予定について説明 － 

 

○議長 それでは、これで 1 月の農業委員会総会を終了させていただきます。長時間御苦

労さまでした。 

 

 

 


